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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め、半導体製造プロセスにおける評価対象パターンの形状の変動範囲に対応する複数
の異なる断面形状データを作成し、該複数の断面形状データを用いて電子線シミュレータ
により複数のＳＥＭ画像信号を生成し、該複数のＳＥＭ画像信号のそれぞれから算出され
るパターン寸法と前記複数の断面形状データにおける真のパターン寸法との差を計測誤差
として求めて前記断面形状データと関連付けて記憶しておく第１ステップと、
　実際の寸法計測時には、評価対象パターンを走査型電子顕微鏡で撮像して得た画像信号
から評価対象パターンの寸法計測を行うと共に、前記評価対象パターンの画像信号につい
て二次電子信号量が側壁の傾斜角に応じて変化することを利用して、比較的信号量の小さ
い部分と大きい部分とを分けることにより前記評価対象パターンの断面形状情報を取得し
て、前記評価対象パターンの寸法計測結果と、前記評価対象パターンの断面形状情報を用
いて前記第１ステップで予め求めて記憶しておいた前記評価対象パターンの断面形状デー
タと計測誤差との関係に基づいて、前記計測した評価対象パターンの寸法計測の誤差を補
正する第２ステップとを有することを特徴とする半導体パターン計測方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体パターン計測方法において、
　計測対象の断面構造の情報と、前記断面構造のＳＥＭ観察あるいはＳＥＭ観察を模した
シミュレーションにより得られる電子線画像および／あるいはその波形を並べて表示し、
　指定した画像処理条件により検出されるパターンの位置を、前記断面構造および前記電
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子線画像あるいは前記波形上に表示することにより画像処理条件の調整を行うことを特徴
とする半導体パターン計測方法。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体パターン計測方法において、
　前記評価対象パターンの断面形状データと前記計測誤差との関係は、関数の形でデータ
ベースに記録することを特徴とする半導体パターン計測方法。
【請求項４】
　請求項１記載の半導体パターン計測方法において、
　前記走査型電子顕微鏡から照射される電子線と測定試料表面とのなす角が異なる複数の
電子線信号を用いて、前記評価対象パターンの断面形状評価を行うことを特徴とする半導
体パターン計測方法。
【請求項５】
　予め、半導体製造プロセスにおける評価対象パターンの形状の変動範囲に対応する複数
の断面形状を持つサンプルを作成し、走査型電子顕微鏡を用いて該複数の断面形状サンプ
ルの複数のＳＥＭ画像信号を取得し、該複数のＳＥＭ画像信号のそれぞれからパターン寸
法を算出し、また、前記複数のＳＥＭ画像信号を取得した前記複数の断面形状サンプルの
パターン断面形状および寸法を、断面ＳＥＭ、ＦＩＢ、ＴＥＭあるいはＡＦＭあるいはス
キャッタロメトリを用いて計測し、前記ＳＥＭ画像信号から算出されたパターン寸法と、
前記断面ＳＥＭ、ＦＩＢ、ＴＥＭあるいはＡＦＭあるいはスキャッタロメトリにより計測
された複数の断面形状サンプルのパターン寸法との差を計測誤差として求めて前記断面形
状計測の結果と関連付けて記憶しておく第１ステップと、
　実際の寸法計測時には、評価対象パターンを走査型電子顕微鏡で撮像して得た画像信号
から評価対象パターンの寸法計測を行うと共に、前記評価対象パターンの画像信号につい
て二次電子信号量が側壁の傾斜角に応じて変化することを利用して、比較的信号量の小さ
い部分と大きい部分とを分けることにより前記評価対象パターンの断面形状情報を取得し
て、前記評価対象パターンの寸法計測結果と、前記評価対象パターンの断面形状情報を用
いて前記第１ステップで予め求めて記憶しておいた前記評価対象パターンの断面形状計測
の結果と計測誤差との関係に基づいて、前記計測した評価対象パターンの寸法計測の誤差
を補正する第２ステップとを有することを特徴とする半導体パターン計測方法。
【請求項６】
　請求項５記載の半導体パターン計測方法において、
　計測対象の断面構造の情報と、前記断面構造のＳＥＭ観察あるいはＳＥＭ観察を模した
シミュレーションにより得られる電子線画像および／あるいはその波形を並べて表示し、
　指定した画像処理条件により検出されるパターンの位置を、前記断面構造および前記電
子線画像あるいは前記波形上に表示することにより画像処理条件の調整を行うことを特徴
とする半導体パターン計測方法。
【請求項７】
　請求項５記載の半導体パターン計測方法において、
　前記評価対象パターンの断面形状計測の結果と前記計測誤差との関係は、関数の形でデ
ータベースに記録することを特徴とする半導体パターン計測方法。
【請求項８】
　請求項５記載の半導体パターン計測方法において、
　前記走査型電子顕微鏡から照射される電子線と測定試料表面とのなす角が異なる複数の
電子線信号を用いて、前記評価対象パターンの断面形状評価を行うことを特徴とする半導
体パターン計測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造技術に関し、特に、半導体の製造工程において、ウェーハ
上に形成された回路パターンの加工形状の良否を、回路パターンの電子線像を用いて評価
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する方法及びそのシステムに適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明者が検討したところによれば、現在、半導体の製造プロセスにおいて、計測専用
の電子顕微鏡（測長ＳＥＭ）を用いたパターン寸法の計測・管理が一般的に行われている
。パターン寸法の計測は、取得した測長ＳＥＭ画像に対して、画像処理技術を施すことに
より、自動化が図られることで、操作者の熟練が不要となり、また個人差による計測ばら
つきも低減されるようになった。このようなパターン計測の対象は、主にレジストや絶縁
膜、ポリシリコンなどのパターンであり、配線の幅や円形の穴径などを計測する。
【０００３】
　図１４（ａ），（ｂ），（ｃ）に計測手法の一例を示す。ＳＥＭの画像信号は、パター
ンの形状や材質に応じて変化し、特にパターンのエッジ部分で明るく光る。図１４は、配
線形状パターンの信号波形の処理例である。図中の信号波形において、信号量の大きい２
つのピークが配線のエッジ部分に相当し、このエッジ位置を図１４に示すような手法によ
り確定することで、対象パターンの寸法を計測する。図１４（ａ）の手法はピークの最大
傾斜位置を検出する方法（最大傾斜法）、図１４（ｂ）は所定のしきい値（ｔｈ）でエッ
ジ位置検出を行うしきい値法、図１４（ｃ）はエッジ部と基材部に直線を当てはめ、これ
らの交点を検出する直線近似法である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような、ＳＥＭ画像と、画像処理技術を用いた従来の寸法計測手法では、画像信
号波形のピークや位置や信号量あるいはその変化の状態を利用して計測位置を決めている
。しかし、これらの手法では、計測された寸法が、実際の断面においてどの部分に対応す
るものなのか（パターンのトップ部分か、ボトム部分か、それ以外かなど）を正確に知る
ことができない。特に、パターンの断面形状が変化する場合には、パターンの断面形状に
応じて、計測される寸法の持つ誤差が異なってしまうという問題がある。
【０００５】
　図１５は、２００２年、Ｖｉｌｌａｒｒｕｂｉａ（ “Scanning electron microscope 
analog of scatterometry",Proc.SPIE 4689,pp.304-312 ）らによって示された、パター
ン断面形状の変化が計測に与える影響の一例である。図１５では、しきい値法（しきい値
５０％）により寸法計測を行った場合に、パターン側壁が垂直な場合（図１５の左側）と
傾斜している場合（図１５の右側）で、計測される場所と実際の断面のボトム位置との誤
差が異なることを示すシミュレーションの例である。このような位置のずれは、従来の測
長ＳＥＭにおける計測アリゴリズムが、パターン断面形状の違いにより、信号波形がどの
ように変化するかを考慮していないことにより生じている。
【０００６】
　図１６は、２００３年、Ｖｉｌｌａｒｒｕｂｉａ（ “A Simulation Study of Repeata
bility and Bias in the CD-SEM",Proc.SPIE 5038,pp.138-149 ）らによって示された、
パターン側壁傾斜角（図１６の横軸と、各種画像処理アルゴリズム（ｍａｘ．Ｄｅｒｉｖ
．、Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎｔ、Ｓｉｇｍｏｉｄ、Ｍｏｄｅｌ－Ｂａｓｅｄ　Ｌｉｂ．）に
よるパターン寸法計測誤差（図１６の縦軸）の関係を示しており、この計測誤差がパター
ン断面形状およびアルゴリズムに依存して変化していることが示されている。半導体製造
プロセスの微細化に伴い、このような、パターン形状に応じた計測誤差がプロセス制御に
与える影響は大きくなっており、このような誤差を解消し、誤差の小さい寸法計測を実現
する必要がある。また、プロセスの高精度化のためには、単に、誤差の小さい寸法計測を
実現するだけではなく、図１５に示したような、断面形状の違いの定量的な評価も実現す
る必要がある。
【０００７】
　すなわち、前記図１５に関する技術の課題に対して、前述のＶｉｌｌａｒｒｕｂｉａら
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においては、改善技術として電子線シミュレーションを用いた計測手法を提案している。
これは、パターン断面形状の違いを考慮した信号波形を電子線シミュレーションにより生
成し、ライブラリを作成しておき、実際のＳＥＭの信号波形をこのライブラリの中の波形
と比較し、類似波形から実際のパターン断面形状を推定し、正しい寸法を算出するもので
ある。図１６のＭｏｄｅｌ－Ｂａｓｅｄ　Ｌｉｂ．が計測誤差の評価結果であり、他の手
法よりも高精度な計測が可能である。このように、本手法は、断面形状による計測誤差を
低減することができ、またその断面形状の評価も可能であるが、予め、さまざまな断面形
状に対するＳＥＭの信号波形をライブラリとして作成する必要がある。高精度な計測には
、十分な量のデータを有するライブラリ作成が必要であり、データ量が大きくなり、作成
にも時間がかかるという問題がある。また、計測の際には、作成された波形を実際の波形
と比較する必要があり、従来の計測手法に比べ、計算時間がかかるという問題がある。本
発明は、彼らの手法に比べ、比較的計算量が少ない別の計測手法の一つである。
【０００８】
　すなわち、本発明の目的は、従来の手法（図１５に関する技術）では困難であった、上
記のようなパターンの断面形状の変化に対しても安定で高精度なパターン寸法計測手法を
実現し、さらに上記のような改善手法（図１６に関する技術）に比べて、比較的計算量を
少なくして計算時間がかからないようにすることにある。また、併せて、パターン断面形
状の変化を定量的に評価する手法を実現することも目的とするものである。さらに、これ
らの高精度な計測結果に基づいて、高精度なプロセス制御を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による半導体パターン計測方法では、予め、所定の画像処理手法におけるパター
ンの断面形状と計測誤差との関係を評価しておき、実際の寸法計測時には、走査型電子顕
微鏡の画像信号から評価対象パターンの寸法計測を実施し、予め評価しておいたパターン
の断面形状と計測誤差との関係に基づいて、評価対象パターンの寸法計測の誤差を補正す
ることを特徴とするものである。また、チルト画像を用いたパターン形状評価によっても
、同様にパターン形状を評価し、形状に依存した寸法計測誤差を補正することにより、高
精度な計測を実現するものである。
【００１０】
　具体的には、走査型電子顕微鏡により得られる評価対象パターンの電子線画像を用いて
評価対象パターンの寸法を計測する半導体パターン計測方法に適用され、所定の画像処理
手法によって検出されるパターンの端部の位置と、実際の前記パターンの端部の位置の間
の偏差、すなわち計測誤差と、前記パターンの断面形状との関係を予め評価・記録したデ
ータベースを構築し、実際の寸法計測のときには、評価対象パターンの断面形状の評価と
、前記所定の画像処理手法によるパターン端部の位置検出を行い、前記の予めデータベー
スに記録されたパターン断面形状と計測誤差の関係から、前記断面形状を持つパターンを
計測した場合の計測誤差を推定し、この計測誤差を補正するものである。
【００１１】
　さらに、前記半導体パターン計測方法において、断面形状が、側壁の傾斜角、パターン
上部の角の丸み、パターン底部の角の丸みのうちのいずれか１つ、あるいはこれらの組み
合わせとするものである。また、データベースを、電子線シミュレーションにより構築し
たり、断面計測あるいはＡＦＭ計測あるいはスキャッタロメトリによる計測のいずれかに
より構築するものである。また、計測時における断面形状の評価を、ＳＥＭ画像から算出
される画像特徴量を用いて行ったり、スキャッタロメトリにより行うものである。
【００１２】
　また、前記半導体パターン計測方法において、計測対象の断面構造情報と、この断面構
造のＳＥＭ観察あるいはＳＥＭ観察を模したシミュレーションにより得られる電子線画像
および／あるいはその波形を並べて表示し、指定した画像処理条件により検出されるパタ
ーン端部の位置を断面構造および電子線画像あるいは波形上に表示することにより、画像
処理条件の調整を行うものである。また、ノイズあるいはＳＥＭの装置パラメタによる変
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動が小さい寸法計測画像処理アルゴリズムあるいは画像処理パラメタを用いるものである
。また、断面形状と寸法計測誤差の関係を関数の形でデータベースに記録するものである
。
【００１３】
　また、前記半導体パターン計測方法において、パターンの断面形状と、実画像あるいは
電子線シミュレーションにより得られた信号波形の関係を記録しておき、寸法計測の画像
処理アルゴリズムおよびパラメタの決定後、断面形状と信号波形の組み合わせから、断面
形状と寸法計測誤差の関係を算出し、データベースに記録するものである。また、走査型
電子顕微鏡から照射される電子線と測定試料表面とのなす角が異なる複数の電子線信号を
用いて断面形状評価を行うものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、パターン立体形状に依存した寸法誤差を排除した高精度な計測が実現
可能となる。また、その結果、高精度なプロセス管理および制御が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の機能を有する部材には原則として同一の符号を付し、そ
の繰り返しの説明は省略する。
【００１６】
　（第１の実施の形態：基本構成）
〈全体の処理の流れ〉
　図１は、本発明による第１の実施の形態に係る、測長ＳＥＭ２００（図２に概略構成を
図示）上に構築したパターン計測システムを用いた計測手順の概念図である。本実施の形
態の一例においては、自動計測を行うための計測条件および手順を記録した計測レシピを
作成する計測レシピ作成時（図１（ａ））と、実際に計測対象パターンを計測する計測時
（図１（ｂ））の２つのステップが必要である。
【００１７】
　まず、図１（ａ）の計測レシピ作成時の手順について説明する。計測レシピ作成時には
、計測対象パターンの断面形状と寸法計測誤差の関係を記録したデータベース４０１を作
成する。図１の例では、電子線シミュレーションを用いる方法について説明する。
【００１８】
　始めに、計測対象の断面形状のデータを作成する（ステップ１００１）。これは、実際
の半導体製造プロセスにおいて、計測対象パターンの断面形状がどのように変化するかを
想定して、代表的な形状のモデルを作成しておく。図１では簡単のため、断面形状データ
として、側壁の傾斜角θのみが変動する場合を考える。実際のパターンの側壁傾斜角の変
動範囲を考慮して、たとえば側壁傾斜角θが８０度から９５度の範囲で変化するならば、
その範囲内で数個から十数個の側壁傾斜角の断面形状データを作成する。なお、図１では
、配線パターンの片方の側壁部分のみのデータの例を示している。パターン寸法が小さい
場合には、隣の側壁部分の考慮が必要となるが、このデータベース４０１の構築について
は、第５の実施の形態において詳細を述べる。
【００１９】
　さらに、これらの断面形状データに対して、電子線シミュレータを用いて、得られるＳ
ＥＭ画像信号を生成する（ステップ１００２）。電子線シミュレーションは、実際に計測
を行う際の電子線照射条件（加速電圧など）に対する二次電子信号をモンテカルロ法など
の手段により計算すればよい。次に、このようにして得られたＳＥＭの画像信号のシミュ
レーション結果に対して、実際に計測を行う場合に使用する画像処理を施し、パターンエ
ッジの位置を検出する（ステップ１００３）。アルゴリズムの設定方法については、別途
、第４の実施の形態において詳細を説明する。
【００２０】
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　そして、シミュレーションであるから、検出されたエッジ位置と実際のエッジ位置（た
とえば、パターンボトムエッジの位置）とのずれ（誤差：ΔＷ（θ））は容易に算出する
ことができる（ステップ１００４）。このようにして、使用している寸法計測アルゴリズ
ムが、断面形状の変動に対してどのような誤差を持つのか、その関係を知ることができる
。レシピ作成時には、このようにして得られたパターン断面形状とエッジ位置検出誤差の
関係をデータベースに登録しておく（ステップ１００５）。
【００２１】
　図１では、側壁傾斜角θと計測誤差の関係を模式的にグラフで表示しているが、実際の
データベースは、作成されたデータの組をそのまま記録して、作成されたデータ以外の側
壁傾斜角θについてはデータを補間して利用するか、あるいはこれらデータ組から関係式
を関数の形で算出し、その結果である関数を記録して利用すればよい。
【００２２】
　続いて、このデータベースを利用して、実際に計測を行う手順（図１（ｂ））について
説明する。計測は、従来のＳＥＭによる寸法計測と同様に所望の計測位置のＳＥＭ画像を
取得して行う（ステップ１００６）。次に、得られたＳＥＭ画像から対象パターンの寸法
（線幅Ｗ’）および側壁傾斜角の推定値（左エッジθｌ、右エッジθｒ）を求める（ステ
ップ１００７）。この側壁傾斜角の推定については、別途詳述する。次に、この線幅Ｗ’
の誤差を、推定された側壁傾斜角と、レシピ作成時に作成したデータベースを用いて推定
し、Ｗ＝Ｗ’－ΔＷ（θｌ）－ΔＷ（θｒ）により、補正を行う（ステップ１００８）。
このようにして補正された寸法計測結果を出力すれば、パターン断面形状の変動による誤
差の少ない寸法を得ることが可能となる（ステップ１００９）。
〈ＳＥＭ本体のシステムブロック図〉
　図２は、本パターン形状評価システムで用いる測長ＳＥＭ２００の構成図である。この
測長ＳＥＭ２００は、電子銃２０１、コンデンサレンズ２０３、偏向器２０４、ＥｘＢ偏
向器２０５、対物レンズ２０６、二次電子検出器２０７などから構成され、Ａ／Ｄ変換器
２０８を介して画像処理部３００に接続されている。
【００２３】
　図２において、電子銃２０１より出た一次電子線２０２はコンデンサレンズ２０３で収
束され、ビーム偏向器２０４、ＥｘＢ偏向器２０５、対物レンズ２０６を経てステージ１
０１上に置かれたウェーハ１００上に焦点を結んで照射される。電子線が照射されると、
ウェーハ１００からは二次電子が発生する。試料ウェーハ１００から発生した二次電子は
、ＥｘＢ偏向器２０５により偏向され、二次電子検出器２０７で検出される。偏向器２０
４による電子線の二次元走査、あるいは偏向器２０４による電子線のＸ方向の繰り返し走
査と、ステージ１０１によるウェーハ１００のＹ方向の連続的な移動に同期してウェーハ
から発生する電子を検出することで、二次元の電子線像が得られる。二次電子検出器２０
７で検出された信号は、Ａ／Ｄ変換器２０８によってディジタル信号に変換され、画像処
理部３００に送られる。
【００２４】
　この画像処理部３００は、ディジタル画像を一時記憶するための画像メモリと、画像メ
モリ上の画像からのラインプロファイルや特徴量の算出を行うＣＰＵを有する。さらにま
た、検出した画像あるいはラインプロファイルあるいは算出されたパターン形状情報など
を保存するための記憶媒体３０１を有する。画像処理部には表示装置３０２が接続され、
必要な装置の操作、検出結果の確認等をグラフィカルユーザーインタフェース（以下、Ｇ
ＵＩと表記する）によって実現できるようになっている。
〈立体形状情報の取得〉
　次に、画像処理部３００で行う立体形状情報の算出手順を図３～図７を用いて説明する
。パターンの断面形状変動の主な種類として、図３に示すように、パターン幅（トップ、
ボトム、あるいは任意の高さなど）、高さ、側壁傾斜角、角の丸み（トップ、ボトム）な
どが考えられる。ここで、計測すべき寸法は幅であり、本発明の説明では特にことわりの
ない限りボトムの幅Ｗを計測するものとする。ＳＥＭ画像を用いて、このパターン幅Ｗを
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計測する際に、影響が大きな形状変動を考慮して前記図１の計測誤差補正を行う必要があ
る。
【００２５】
　ここで、ゲート絶縁膜をストッパとするゲート配線のエッチングのように、異種材料膜
をストッパとしてパターンを形成する場合には、パターン高さは露光・エッチングによる
パターン形成工程前の成膜工程において、その厚みが管理されているため、その変動は十
分に小さく、寸法計測に与える影響は小さい。そこで、このようなパターンの場合には、
残りの側壁傾斜角および角の丸みの変動が、ＳＥＭ画像を用いた寸法計測に比較的大きな
影響を与える。但し、これらの変動が計測結果に与える影響の大きさは、計測に用いる画
像処理アルゴリズムに依存して異なる。ここで、計測に用いる画像処理アルゴリズムとは
、前記図１４に示したような画像処理手法のことを指し、対象パターンに応じて適切なも
のを選択する必要がある。
【００２６】
　この側壁傾斜角および角の丸みを定量評価する方法について以下に説明する。まず、図
４（ａ），（ｂ）に示すように、Ｓ／Ｎを改善するために、取得した電子線画像００１に
ついて、各ラインの１ライン波形００２をＮライン平均することにより、滑らかなライン
プロファイル００３を作成する。このラインプロファイル００３は、パターン側壁の形状
に応じた信号量を示す。
【００２７】
　この信号量とパターン断面形状の関係の詳細について、図５を用いて説明する。ＳＥＭ
の二次電子信号量は、側壁の傾斜角に応じて変化し、傾斜角が大きい程、二次電子信号量
は増大することが知られている。このため、図５（ａ）のように、断面形状０１０に裾引
きがなく、側壁全体が比較的高い傾斜角を保っている場合には、ラインプロファイル０１
１はボトムエッジから急激に増加するが、図５（ｂ）のように、断面形状０２０に裾引き
がある場合には、比較的高傾斜角である高傾斜角部分（上部）０２２に比べ、裾引き部分
０２３の二次電子信号量は小さくなる。また、トップの角に丸みがある場合にも、角に相
当する部分の信号量変化は、丸みがない場合に比べなだらかなものとなる（（ａ）より（
ｂ）の方がなだらか）。これは、表面の傾斜角の変化が緩やかであることと、角が丸まる
ことによりエッジ効果による急激な信号量増加が抑制されるためである。
【００２８】
　これらの関係を利用して、以下の手順にて、断面形状情報を取得する。まず、比較的信
号量の小さい部分と大きい部分を分けることで、試料（ウェーハ）上面から観察したＳＥ
Ｍ像だけで、高傾斜角部分０２２と裾引き部分０２３、トップのラウンディング（丸み）
部分０２４を分ける（図５（ｂ）参照）。図６は図５（ｂ）の詳細説明、図７は図５（ａ
）の詳細説明である。図６に示すように、得られたラインプロファイル０２１の一次微分
波形０２５を作成すると、元のラインプロファイル０２１で急激に明るさが変化している
ところで極値（ＤＬＰ１、ＤＬＰ２）を持つ波形となる。このため、これら極値ＤＬＰ１
、ＤＬＰ２の間の部分が、側壁の中でも比較的傾斜角の高い高傾斜角部分０２２に相当す
る。
【００２９】
　そこで、この極値間の距離を傾斜角の指標値Ｔとする。これに対して、エッジ部分の微
分波形の外側の極値（ＤＬＰ１）から微分波形がゼロになる点（ＤＺ１）、すなわち下地
と同じ明るさになる点までの間は、比較的傾斜角が低い裾引き部分を表すため、これらの
距離を裾引きの指標値Ｆとする。また、エッジ部分の微分波形の内側の極値（ＤＬＰ２）
から微分波形がゼロになる点（ＤＺ２）、すなわちトップ部分と同じ明るさになる点まで
の間は、比較的傾斜角が低いトップの丸まり部分を表すため、これらの距離をラウンディ
ングの指標値Ｒとする。
【００３０】
　同様に、図５（ａ）の形状について指標値を求めた結果を図７（一次微分波形０１５）
に示す（裾引きおよびラウンディングの指標値は図示せず）。図６と図７を比べてわかる
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ように、傾斜角指標値Ｔは、パターン高さＨが一定であれば、ｔａｎ（π－θ）に比例し
、θが垂直に近づくほど値が小さくなる。逆テーパでは側壁部分の情報がなくなり、エッ
ジ効果による部分のみが検出されるため、傾斜角指標値Ｔは一定値に留まる。対して、裾
引きの指標値Ｆは、裾引きが大きいほど大きな値を、ラウンディングの指標値Ｒは丸まり
が大きいほど大きな値をとる。このように、これらの指標値により、パターンの立体形状
情報を得ることができる。
【００３１】
　なお、側壁傾斜角θは、次の（式１）で求めることができる。
【００３２】
　　θ＝π／２－ａｔａｎ（（Ｔ－Ｔ０）／Ｈ）　　　　　　　　　（式１）
ここで、Ｔ０は側壁傾斜角が９０度（垂直）の場合に観測される傾斜角指標値である。
【００３３】
　上記の実施の形態では、一次微分の値を用いて、信号波形を高傾斜角部分と低傾斜角部
分に分割したが、適当なしきい値を用いて信号量そのものの値により、プロファイル波形
の領域分割を行っても同様の結果を得ることができる。
【００３４】
　以上のようにして、得られるパターン断面の立体形状情報を取得し、予め作成しておい
た、立体形状の変動とその変動が原因で生じる寸法計測の誤差との関係のデータベースの
情報を組み合わせることにより寸法計測誤差を低減する。前述の図１の例であれば、寸法
計測時に得られた計測対象パターンのＳＥＭ画像から、（式１）により側壁傾斜角θを推
定して、データベースを参照して、寸法計測誤差を補正すればよい。
【００３５】
　また、傾斜角θそのものを用いる代わりに、傾斜角を表す画像特徴量（傾斜角指標値Ｔ
）を用いてもよい。この場合は、レシピ作成時の電子線シミュレーション結果に対しても
、図５～図７と同様に、傾斜角を表す画像特徴量を算出し、実際のθの代わりに、この傾
斜角を表す画像特徴量と計測誤差の関係をデータベースに記録すればよい。このように、
実際の形状よりも、寸法計測時に用いるのと同じ画像特徴量を用いてデータベースを構築
した方が、より安定した結果が得られる。
【００３６】
　なお、前記図１の実施の形態では、パターン断面形状情報として側壁傾斜角θのみを用
いているが、ここで説明したようなパターン角部分の丸みの変動が大きい場合や、使用す
る寸法計測画像処理アルゴリズムが角の丸みの変動の影響を受けやすい場合には、これら
の指標値による評価を組み合わせる必要がある。このとき、形状パラメタと計測誤差の関
係は、前記図１のような二次元ではなく、多次元の対応とすればよい。このとき、電子線
シミュレーションに入力する角の丸みは、たとえば、角部の曲率半径で与えればよい。形
状パラメタとしては、シミュレーションに入力した曲率半径をそのまま用いてもよいし、
電子線シミュレーションにより得られたＳＥＭ画像信号波形から算出された画像特徴量（
裾引きおよびラウンディングの指標値Ｆ、Ｒ）を用いてもよい。
【００３７】
　また、上記の実施の形態では、断面形状情報（たとえば側壁傾斜角）と計測誤差の関係
をデータベースに記録したが、後日、画像処理条件を変更する可能性がある場合には、断
面形状と電子線シミュレーションにより得られたＳＥＭ信号波形との組み合わせを記録し
ておき、画像処理条件決定時に、断面形状と寸法計測誤差の関係を算出して、これらの関
係もデータベースに追加するようにすればよい。
【００３８】
　以上、図１～図７を用いて、第１の実施の形態を詳細に説明したが、本実施の形態によ
れば、パターン側壁傾斜角などの断面形状の変動に対しても、パターン寸法計測の誤差を
補正することが可能となり、高精度な寸法計測が実現できる。ひいては、高速に微細化の
進む半導体パターンに対しても、高精度な計測およびこれらの計測結果を利用した高精度
なプロセス制御の実現が可能となる。第１の実施の形態で、データベース構築のために行
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うシミュレーションは、起こり得る断面形状変動全てについて仔細に行う必要はなく、シ
ミュレーション結果によりライブラリを作成する方式に比べてシミュレーションの計算数
は少なくてよい。また、ＳＥＭ画像から推定された立体形状情報をもとにデータベースを
参照するだけであるため、計測時における計算量は少なくてすむといった利点がある。
【００３９】
　（第２の実施の形態：実サンプルによるデータベース構築またはＡＦＭ）
　次に、図８を用いて、第２の実施の形態について説明する。前記第１の実施の形態では
、電子線シミュレーションを利用して、パターン断面形状と寸法計測誤差の関係のデータ
ベースを構築したが、第２の実施の形態においては、実際にさまざまな形状のパターンを
作成し、実際にＳＥＭで観察したこれらのパターンの画像を用いてデータベースを構築す
る例を示す。
【００４０】
　図８は、データベース構築部分の手順を示している。始めに、複数の加工条件（レジス
トパターンなら露光条件、エッチングパターンならエッチング条件など）により実際に起
こり得るプロセス変動を模したパターンを形成する（ステップ１０２０）。さらに、これ
らパターンのＳＥＭ画像を実際の計測時と同じ条件で取得し（ステップ１０２１）、所定
の画像処理条件により各エッジの位置検出（寸法計測）を行う（ステップ１０２２）。次
に、これらのエッジ位置検出誤差を評価するために、実際の断面形状を断面ＳＥＭやＦＩ
Ｂ、ＴＥＭなどを用いて計測する（ステップ１０２３）。このようにして得られた断面形
状および（真の）パターン寸法を用いて、線幅計測誤差を算出し（ステップ１０２４）、
これらの誤差と断面形状（たとえば側壁傾斜角）の関係をデータベースに記録すれば（ス
テップ１０２５）、前記第１の実施の形態で行ったのと同様に、断面形状変動による誤差
を排除した高精度な寸法計測を実現するためのデータベースの構築が可能となる。なお、
実断面形状の評価は、断面観察以外にもＡＦＭなどを用いて行っても、もちろんよい。
【００４１】
　第２の実施の形態では、前記第１の実施の形態に比べ、サンプル作成や評価のためのコ
ストは多く必要となるが、電子線シミュレーションの性能に依存せず、より信頼性の高い
結果が得られるという利点がある。
【００４２】
　（第３の実施の形態：スキャッタロメトリ利用）
　次に、図９を用いて、第３の実施の形態について説明する。前記第１の実施の形態では
、電子線シミュレーションを利用して、パターン断面形状と寸法計測誤差の関係のデータ
ベースを構築し、ＳＥＭ画像から得られる画像特徴量を用いて、対象パターンの立体形状
の評価を行ったが、第３の実施の形態においては、データベース構築および計測時のパタ
ーン断面形状評価をスキャッタロメトリ（散乱光を用いた形状評価手法）により行う例を
示す。
【００４３】
　データベース構築は、前記第２の実施の形態と同様に行い、断面形状評価（ステップ１
０３０）を断面観察やＡＦＭではなく、スキャッタロメトリを用いて行う。計測時には、
始めにスキャッタロメトリによる断面形状評価を行い（ステップ１０３１）、その後、前
記第１の実施の形態と同様にＳＥＭによる寸法計測および誤差補正を実施する。なお、デ
ータベースの構築は前記第１の実施の形態と同様に、電子線シミュレーションによって行
ってもよい。
【００４４】
　スキャッタロメトリは、ＳＥＭよりも詳細な断面形状の情報を得ることができるが、あ
る程度広い面積内のパターンの平均的な情報しか得ることができない。しかし、多数のト
ランジスタを並べて形成するような場合には、これらの寸法ばらつきを、評価する必要が
あり、平均的な寸法評価では不十分である。そこで、第３の実施の形態のように、組み合
わせて用いれば、前記第１の実施の形態で述べた利点に加え、より信頼性の高い断面形状
情報を用いて、所望の位置における局所的なパターン寸法を高精度に計測することが可能
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となるという利点がある。
【００４５】
　（第４の実施の形態：画像処理条件設定＋ＧＵＩ、補正を前提として、安定な条件で計
測）
　次に、第４の実施の形態について、図１０を用いて説明する。前記第１の実施の形態で
は、寸法計測を行うための画像処理アルゴリズムについて、特に詳細を述べていないが、
第４の実施の形態に示す手法を用いて、画像処理アルゴリズムの選択および計測位置の指
定を行えば、さらに信頼性の高い計測が可能となる。
【００４６】
　始めに、計測位置設定のための画面表示について図１０を用いて説明する。図１０に示
すように、計測対象パターンの断面構造４０２と、そのＳＥＭ画像４０３あるいはその信
号波形４０４を１つの画面に並べて表示し、指定した画像処理条件における計測結果４０
５を両方の画像上に表示する。このとき、ＳＥＭ画像４０３は実際の画像でも、前記第１
の実施の形態で用いたような電子線シミュレーション画像でも、どちらでもかまわない。
このように並べて表示することで、現在の画像処理条件により、信号波形４０４および実
際の断面構造４０２上のどの部分が計測されているのかを容易に確認することができる。
ここで、実際に計測したい断面構造上の位置の設定はマウスポインタ４０６により容易に
行えることとする。この計測位置と実際に計測された位置およびこれらの差は計測結果４
０５として画面に表示する。また、このときの画像処理条件４０７も併せて表示する。
【００４７】
　次に、この画面を用いた画像処理条件の設定方法について説明する。本発明では、寸法
計測結果の断面形状依存性を補正する。このため、たとえ、寸法計測誤差が大きくとも、
断面形状との関係が安定していれば補正は容易である。そこで、しきい値法など、前記図
１４に示した従来手法の他に、画像信号に特徴のある点として、画像信号の極大値、極小
値、微分信号の極大値、極小値、ゼロとの交差などを用いたパターンエッジ検出を行い、
これらのうちから、寸法計測結果が安定な条件を採用する。アルゴリズムの決定は、実際
の電子線照射時にも発生する、照射する電子ビーム径の変動やランダムなノイズを考慮し
た電子線シミュレーションを実施し、これらの変動に対して安定な寸法計測アルゴリズム
を選択することにより実現できる。
【００４８】
　よって、本実施の形態による画像処理アルゴリズムおよび条件の設定を行えば、前記第
１の実施の形態で述べた利点に加え、さらに安定な誤差補正および高精度計測の実現が可
能となる。
【００４９】
　（第５の実施の形態：ＤＢの作り方、波形ＤＢ＋条件変更）
　次に、第５の実施の形態について図１１を用いて説明する。本発明では、ＳＥＭにより
得られる電子線画像を用いた計測を行う。電子線画像の取得時には、照射された一次ビー
ムが計測対象である固体内で拡散し、二次電子を発生する。図１１（ａ），（ｂ）に示す
ように、固体内での照射電子の拡散長４０８に対して配線幅が小さければ、パターン端の
信号波形が持つ情報は反対側のエッジの影響を受けるため、寸法を考慮した電子線シミュ
レーションを行う必要がある。たとえば、１ｋｅＶ前後の加速電圧であれば、拡散長は数
十ナノメートルであるため、寸法が１００ｎｍをきるようなパターンでは注意が必要であ
る（図１１（ｂ））。一方、拡散長４０８に対してパターン寸法が十分大きければ、寸法
を考慮する必要はない（図１１（ａ））。
【００５０】
　そこで、第５の実施の形態では、予めシミュレーションあるいは実験により、画像取得
時の条件における計測対象パターン内での電子の拡散長４０８を調べておき、それよりも
小さな寸法のパターンでは、寸法を考慮したシミュレーションあるいは実サンプル評価の
結果を用いたデータベースを構築し、またそれよりも大きな寸法のパターンでは、寸法に
かかわらず、片側エッジのみを考慮したシミュレーションあるいは実サンプル評価結果を
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用いたデータベースを構築する。このとき、データベースは左右どちらかのエッジについ
て作成し、反対側のエッジについては、データを反転させて用いればよい。寸法が小さい
場合も、反対側のエッジの形状が与える影響はあまり大きくないため、パターン寸法を考
慮する必要はあるが、左右対称の形状を想定して、片方のエッジについてのみ電子線シミ
ュレーション波形を生成すればよい。すなわち、シミュレーションの入力データとしては
、代表的な寸法（例えば設計寸法）のパターンを形成するが、シミュレーションは片側の
エッジ分だけを行えばよい。
【００５１】
　このように、第５の実施の形態により、適宜、電子線照射条件および評価対照寸法を考
慮してデータベースを構築することにより、さらに高精度で信頼性の高い寸法計測が可能
となる。特に、比較的大きなパターンに対しては、異なる寸法のパターンに対しても、同
じデータベースを用いて誤差の補正および寸法計測が可能であるといった利点がある。
【００５２】
　（第６の実施の形態：チルト像利用、逆テーパ対応）
　次に、図１２、図１３を用いて第６の実施の形態について説明する。前記第１の実施の
形態では、通常のＳＥＭ画像を用いていたため、９０度を超える側壁傾斜角、すなわち逆
テーパに対応することができなかった。そこで、図１２に示すように、本実施の形態で用
いる測長ＳＥＭは、ＸＹ平面内において移動可能で、更にチルト機能を備えたチルトステ
ージ１０２を有し、通常のｔｏｐ－ｄｏｗｎ　ｖｉｅｗ像の他、チルト像を得ることがで
きる。他の構成については、前記実施の形態１と同様である。
【００５３】
　チルト像においては、左側のレジスト側壁相当部は画素数が増し、右側の側壁相当部の
画素数は減少する（チルトステージの傾斜が試料にとって右上がりの場合）。そこで、本
実施の形態で着目するのは、画素数が増加する側の側壁相当部のラインプロファイルであ
る。図１３（ａ），（ｂ）のように、ビームに対して計測対象を所定の角度傾けることに
より、前記第１の実施の形態で示した傾斜角を表す画像特徴量（傾斜角指標値Ｔ）に傾斜
角に応じたオフセットを生じることとなり、逆テーパであっても、傾斜角の推定が可能と
なる。また、本実施の形態において、チルト角の異なる複数の画像を取得し、ステレオ視
の原理によりパターンの断面形状を推定することもできる。このようにチルト角の異なる
複数の画像を用いることで、パターン高さ（あるいは深さ）の計測が可能となるため、エ
ッチストッパのないパターンに対しては、パターン高さ変動による寸法計測誤差の考慮も
可能となる。なお、ステージをチルトさせる代わりに、電子光学系のカラムをチルトさせ
ても、あるいは照射電子線の偏向角度を変えることによって、試料（ウェーハ）への入射
角度を変えるようにしても、もちろん良い。
【００５４】
　本実施の形態による立体形状評価を、前記第１および第２の実施の形態と組み合わせて
用いれば、これまでの実施の形態で述べたのと同様の効果に加え、チルト画像を用いるこ
とにより、ｔｏｐ－ｄｏｗｎ　ｖｉｅｗでは計測不可能な逆テーパの側壁を持つパターン
や高さが変動するパターンの計測も可能となる。
【００５５】
　なお、本発明においては、前述した実施の形態で、配線状のパターンを対象としたが、
穴や溝などのパターン形状についても、同様に寸法計測誤差の補正および高精度な計測が
可能であることは言うまでもない。
【００５６】
　（第７の実施の形態：プロセスモニタ・制御）
　次に、本発明の寸法計測および断面形状評価方法を用いたプロセス管理およびプロセス
制御の実施の形態について説明する。これまでの実施の形態では、ＳＥＭ２００上にパタ
ーン形状評価および寸法計測機能を搭載していたが、ＳＥＭ２００は画像取得が行えれば
よく、これらの機能はネットワークで接続されたシステム上にあってもよい。図１７は、
ネットワークで接続されたシステムの例を示している。本発明を実現するＳＥＭは、各種
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製造装置、デバイス特性評価装置と全てネットワーク上でつながっており、これらは装置
管理システム５００およびＱＣデータ収集・解析システム５０１に接続されている。着工
の来歴は、着工来歴管理システム５０４により管理されている。
【００５７】
　異常監視システム５０２は、これらの異常を監視し、表示・連絡手段５０３を介して製
造ライン管理者５０５は製造ラインの状態を容易に確認できるようになっている。本発明
の寸法計測は生産ライン内にある既存のＳＥＭを用いて実施することができる。製造装置
とネットワーク上でつながっているため、予め正常な寸法および形状変動の範囲を設定し
ておき、これらを超過する異常が発生した場合には警告をライン管理者に速やかに連絡で
きる。また、関連する製造装置を登録しておけば、自動で着工を停止することも可能であ
り、不良の作り込みを防止することができる。
【００５８】
　また、本発明の寸法計測および立体形状評価結果について、その目標値と目標値からの
ずれ量を補正するためのプロセス条件（エッチング条件や露光条件）を予めＱＣデータ収
集・解析システム５０１あるいは装置管理システム５００に登録しておき、パターン寸法
および形状の変動を補正するよう、装置管理システム５００によりプロセスを管理するこ
とも可能である。このように、プロセス変動を補正するように装置を管理することにより
、常に精度の高いパターンの加工が可能となり、半導体製造ラインの歩留まり向上を図る
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】（ａ），（ｂ）は本発明による第１の実施の形態に係るパターン計測システムを
用いた寸法計測手順を示す概念図である。
【図２】本発明による第１の実施の形態において、寸法計測に用いるＳＥＭを示す構成図
である。
【図３】本発明による第１の実施の形態において、パターンの断面形状変動の種類を示す
説明図である。
【図４】（ａ），（ｂ）は本発明による第１の実施の形態において、パターンの定量評価
を示す説明図である。
【図５】（ａ），（ｂ）は本発明による第１の実施の形態において、パターン形状（順テ
ーパ、裾引き）の評価手順を示す説明図である。
【図６】本発明による第１の実施の形態において、パターン形状（裾引き）の評価手順を
詳細に示す説明図である。
【図７】本発明による第１の実施の形態において、パターン形状（順テーパ）の評価手順
を詳細に示す説明図である。
【図８】本発明による第２の実施の形態において、データベース構築手順を示す概念図で
ある。
【図９】（ａ），（ｂ）は本発明による第３の実施の形態において、寸法計測手順を示す
概念図である。
【図１０】本発明による第４の実施の形態において、画像処理条件設定のための表示画面
を示す説明図である。
【図１１】（ａ），（ｂ）は本発明による第５の実施の形態において、固体内における電
子の拡散状態を示す説明図である。
【図１２】本発明による第６の実施の形態において、寸法計測に用いるチルト像取得機能
を有するＳＥＭを示す構成図である。
【図１３】（ａ），（ｂ）は本発明による第６の実施の形態において、寸法計測に用いる
チルト画像を示す説明図である。
【図１４】（ａ），（ｂ），（ｃ）は本発明に対する参考技術において、ＳＥＭ画像を用
いた寸法計測手法を示す説明図である。
【図１５】本発明に対する参考技術において、パターン側壁が垂直な場合と傾斜している
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【図１６】本発明に対する参考技術において、パターン側壁傾斜角とパターン寸法計測誤
差の関係を示す説明図である。
【図１７】本発明による第７の実施の形態において、ネットワークで接続された製造ライ
ンのシステムを示す構成図である。
【符号の説明】
【００６０】
　００１…電子線画像、００２…１ライン波形、００３…ラインプロファイル、０１０…
断面形状（順テーパ）、０１１…ラインプロファイル（順テーパ）、０１５…一次微分波
形（順テーパ）、０２０…断面形状（裾引き）、０２１…ラインプロファイル（裾引き）
、０２２…高傾斜角部分、０２３…裾引き部分、０２４…ラウンディング部分、０２５…
一次微分波形（裾引き）、１００…ウェーハ、１０１…ステージ、１０２…チルトステー
ジ、２００…ＳＥＭ、２０１…電子銃、２０２…一次電子線、２０３…コンデンサレンズ
、２０４…偏向器、２０５…ＥｘＢ偏向器、２０６…対物レンズ、２０７…二次電子検出
器、２０８…Ａ／Ｄ変換器、３００…画像処理部、３０１…記憶媒体、３０２…表示装置
、４０１…データベース、４０２…断面構造、４０３…ＳＥＭ画像、４０４…信号波形、
４０５…計測結果、４０６…マウスポインタ、４０７…画像処理条件、４０８…拡散長、
５００…装置管理システム、５０１…ＱＣデータ収集・解析システム、５０２…異常監視
システム、５０３…表示・連絡手段、５０４…着工来歴管理システム、５０５…製造ライ
ン管理者。

【図１】 【図３】
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